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行っている。さらには、企業の研究開発投資に対する政府の優遇措置が手厚いことから、

日本を含めオーストリアに研究開発拠点を設置する海外企業が多い。ＡＢＡが発表した業

績2によれば、2023年には日本発のスタートアップ企業が研究開発拠点を設立している。日

本からオーストリアへは、2022年時点で製造業、販売業等114社の日系企業が進出しており、

2023年時点で3,247人の邦人が在留している。 

日・オーストリア両国からそれぞれ相手国に派遣される駐在員等については、両国の社

会保障制度への加入が義務付けられているため、従来から保険料の二重負担や掛け捨てと

いった問題が生じており、2009年の時点で既に社会保障協定の締結に向けた折衝が検討さ

れていた3。当局間における交渉を経て、両国政府は2022年９月に政府間交渉を開始し、2023

年５月の実質合意後、2024年１月に日・オーストリア社会保障協定に署名した。本協定の

発効により、日本側の負担軽減額は年間約４億円と見込まれる。 

 

（２）主な内容 

 本協定の主な内容は、①適用される社会保険制度の調整及び②保険期間の通算である。 

①では、相手国に派遣される駐在員等の派遣期間が５年以内と見込まれる場合、年金及

び雇用保険について、派遣元国の制度にのみ加入することが定められている。ただし、医

療保険については、居住権に係るオーストリアの国内法上の事情により、本協定発効後も

両国の制度に二重で加入することが定められている。 

②については、老齢年金の受給要件となる保険期間が、日本では 10 年、オーストリアで

は 15 年と定められていることから、双方に派遣される駐在員等に保険料の掛け捨ての問

題が生じているため、本協定に通算規定が盛り込まれている（図を参照）。 

 

図 保険期間の通算のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）筆者作成 

（西
にし

 あかね・外交防衛委員会調査室） 

 
2 日本貿易振興機構（ジェトロ）「2023年に投資誘致件数は前年より減少も、投資額は大幅増（オーストリア）」

(2024.3.25<https://www.jetro.go.jp/biznews/2024/03/d24e5c74851bf817.html>(2024.4.5最終アクセス)) 
3 「社会保障協定10ヵ国に、海外二重払い防止対応進む、企業負担1000億円軽減。」『日本経済新聞』（2009.5.19） 
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 日本とブラジルの両国は、2024年１月25日に「刑事に関する共助に関する日本国とブラ

ジル連邦共和国との間の条約」（以下「本条約」という。）の署名を行った。本条約は、同

年３月８日にその締結について承認を求めるため、第213回国会（常会）に提出された（閣

条第８号）。以下、刑事共助条約の概要と、本条約の内容について紹介する。 

 

１．刑事手続についての共助の実施 

 刑事共助条約は、捜査、訴追その他の刑事手続について、両締約国間で共助を実施する

ことを義務として定め、そのために締約国がそれぞれ中央当局を指定し、相互に直接連絡

することを可能とするものである。一般に、捜査又は刑事訴訟に必要な証拠などが外国に

存在する場合には、外交ルートを通じた国際礼譲により、相手国に対して共助を要請する。

しかし、こうした国際礼譲による共助の協力では、相手国からの要請を受け入れるか否か

は各国間の相互主義の下で判断されることとなり、また、手続としても、捜査当局から外

務当局や在外公館を通じて相手国に要請し、共助で得られた証拠の送付も同様のルートを

通ることから時間を要する。このような状況にあって二国間における刑事共助条約の締結

は、実施する共助の種類と被請求国が共助を拒否できる場合を特定し、また、両国が中央

当局を指定して直接連絡を可能とすることから、共助の明確化・迅速化を図る意義がある。 

 日本はこれまで、刑事共助条約又は協定を米国、韓国、中国、香港、ＥＵ、ロシア、ベ

トナムとの間で締結してきた。2022年の捜査共助等件数の実績では、日本が共助を要請し

た212件のうち179件が、共助の要請を受託した70件のうち56件が、刑事共助条約又は協定

の締約国・地域との間によるものとなっている（『令和５年版犯罪白書』108頁）。 

 

２．日本とブラジルとの間の捜査協力 

 警察庁組織犯罪対策部の『令和５年における組織犯罪の情勢』（71～101頁）によれば、

日本における来日外国人犯罪について検挙件数は2005年（４万7,865件）、検挙人員は2004

年（２万1,842人）をピークに減少傾向にある。ただし、2023年は検挙件数及び人員とも前

年に比べて増加した。国籍別の総検挙状況（2023年）を見てみると、ベトナムと中国が高

い割合を占めている。ブラジルについては検挙件数718件で構成比率4.0％、検挙人員532人

で構成比率4.6％となっており、いずれも５番目に多い位置にある。国外逃亡被疑者等の推

定逃亡先国としては、中国213人（構成比率27.2％）、ベトナム69人（同8.8％）、ブラジル

67人（同8.5％）の順となっている。 

 ブラジルでは憲法に自国民不引渡しが定められており、ブラジルに逃亡したブラジル人

被疑者の引渡しは事実上実現できない。この場合、日本からブラジルに対し、犯罪の証拠
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や情報を提供し、外交的に働きかけることを通じて、ブラジルの刑事裁判管轄権に基づく

国外犯としての処罰を要請することとなる（「代理処罰」とも呼ばれる）。来日外国人の増

加に伴い、2000年頃から在日ブラジル人の問題が浮上し、2005年の静岡県湖西市で起きた

少女ひき逃げ事件は注目を集め、問題解決に向けて国会でも議論となった（例えば、2006

年４月20日、第164回国会参議院外交防衛委員会）。 

日本とブラジルとの間では、2007年以降、司法分野の作業部会が開催され、両国間の司

法協力としてまず受刑者移送条約が作成された（2016年２月発効）。その後、日本のブラジ

ル人社会30周年を迎えた2020年、日本とブラジルの両国政府は刑事共助条約の締結交渉を

開始することについて意見が一致し、翌2021年12月から交渉が行われた。その結果、2024

年１月、東京で日・ブラジル刑事共助条約が署名された。本条約は、日本にとって中南米

諸国との間で初の刑事共助条約となる。在留ブラジル人数は21万人を超えており（2023年

６月）、本条約は日本と日系ブラジル人社会の信頼関係を底辺から支える役割がある。 

 

３．本条約の内容 

 日本とブラジルは、他方の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続について本条約

の規定に従って共助を実施することとなる（第１条１）。共助が条約上の義務となることで、

実施の確実性が高められる。ここでいう共助には次の措置をとることを含む（第１条２）。 

 

 なお、被請求国が次のいずれかに当たると認める場合は、共助を拒否することができる

（第３条）。 

 
 本条約に規定する任務を行う中央当局として、日本は法務大臣及び国家公安委員会等を、

ブラジルは法務治安省を指定した（第２条１）。本条約の実施に当たっては、これらの中央

当局間で相互に直接連絡することとなり（第２条２）、迅速な共助の実施が可能となる。 

（ 寺林
てらばやし

 裕介
ゆうすけ

・外交防衛委員会調査室） 

・証言・供述の取得、物件の取得

・ビデオ会議を通じた聴取を可能とすること

・人、物件又は場所の見分、これらの所在地の特定

・立法・行政・司法機関、地方公共団体(可能な場合)の保有する物件の提供

・出頭が求められている者に対する招請の伝達

・証言の取得その他の目的のための被拘禁者の身柄の移送

・刑事手続に関する文書の送達

・犯罪の収益又は道具の没収・保全に関連する手続

・その他の共助であって両締約国の中央当局間で合意されたもの

・請求された共助が政治犯罪に関連する

・共助の実施により自国の安全その他の重要な利益が害されるおそれがある

・共助の請求がこの条約に定める要件に適合していない

・共助の請求が何人かを人種、宗教、国籍、民族的出身、政治的意見若しくは
　性を理由に訴追・処罰する目的でなされていると、又はその者の地位がそれ
　らの理由により害されるおそれがあるとする十分な理由がある
・捜査、訴追その他の手続の対象行為が自国の法令によれば犯罪を構成しない


